
■6月追加補正予算

（１）概要

（２）歳入歳出補正予算（一般会計）

※財源･･･子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費国庫補助金＝ 5,925万円
　　　･･･子育て世帯生活支援特別給付金支給事務費国庫補助金＝   296万6千円
　　　　                                       （こども課）※補助率10/10

　なお、集約の結果、歳入と歳出に差額が生じたため、財政調整基金繰入金を1,569万9千円

増額することで収支を調整しています。

①　マスク着脱機会の増える子ども達への支援のための補正

■マスクケース配布事業＝878万7千円（こども課）
→国からマスク着用の考え方が示されるとともに、熱中症予防の観点から、今後、
　マスク着脱の場面が増えていくため、衛生的に管理できるよう子どもたちへ
　マスクケースを配布するため増額補正するものです。

【対 象 者】･･･2歳から15歳までの児童・生徒など
【配布時期】･･･準備が整い次第順次
※財源･･･新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用

②　子育て世帯への支援のための補正

■子育て世帯生活支援特別給付金支給事業＝6,221万6千円（こども課）
→低所得の子育て世帯に対する生活支援のため、子育て世帯生活支援特別給付金を
　児童1人につき5万円支給するため増額補正するものです。

【対 象 者】･･･<ひとり親世帯分>
　　　　　　① 児童扶養手当受給者　　② 公的年金等受給者　③ 家計急変者
　　　　　　　 <ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分>
　　　　　　④ 児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者で、住民税
　　　　　　　均等割(令和4年度)が非課税である者、又は家計急変者
　　　　　　⑤ ④のほか、対象児童（18歳までの子(障害児については20歳未満)）
　　　　　　　の養育者で、住民税均等割(令和4年度)が非課税である者、又は
              家計急変者

一般会計6月追加補正予算の概要について

（令和4年度一般会計補正予算第4号）

　一般会計は、既定の歳入歳出予算の総額に3億7,588万2千円を追加し、補正後の歳入歳出

予算の総額を210億4,715万7千円にするもので、補正内容は下記のとおりです。

◎　コロナ禍の状況を踏まえた

　　　　　　　市民生活・経済活動の支援のための補正



一般会計補正予算(第4号)

一 般 会 計 20,671,275 375,882 21,047,157

■観光誘客推進支援事業＝92万7千円（観光課）
→群馬県が5月9日から実施している「愛郷ぐんまプロジェクト第5弾」の6月30日
　までの延長に伴い、連携して実施している、旅行期間中に使用可能な地域限定
　クーポン券発行を延長し、市内周遊を推進するため増額補正するものです。

【対 象 者】･･･愛郷ぐんまプロジェクト第5弾を利用し、市内に宿泊した人
【支援内容】･･･1人1泊あたり3,000円のクーポン券
　　　　　　(内訳)地域限定クーポン券･･･2,000円（県補助）、1,000円（市単独）
【宿泊施設】･･･クーポン券交付対象施設（7施設）
　　（サンレイク草木・小平の里・浅原体験村・松屋旅館・神梅館・東陽館・森の中で創る。
Lab）
※財源･･･地域限定クーポン券付与事業県補助金＝67万5千円（観光課）

⑥　その他の補正（一般会計）

■公共施設等総合管理計画事業＝1,441万円（東市民生活課）
→東公民館機能を東支所に統合するための改修工事について、法適合状況調査に
　おいて、庁舎の不適合箇所の指摘を受けたことから、構造計算の設計等が必要と
　なるため増額補正するものです。
※財源･･･市有財産管理事業債（過疎対策事業債）＝1,440万円（財政課）
　　　　 充当率100%、交付税措置率70%

■文化財保護運営事業＝665万円（文化財課）
→史跡岩宿遺跡内での倒木による車両損壊事案を受け、地域住民や観光客などへの
　危険回避を図るため、危険性が高い支障木を伐採するため増額補正するものです。

（単位：千円）

会計区分 補正前 補正額 補正後 備　　考

③　住民税非課税世帯等に対する生活・暮らしの支援のための補正

■住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業＝1億4,350万2千円（社会福祉課）
→コロナ禍において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、
　令和4年度新たに住民税非課税になった世帯等に対して、1世帯あたり10万円を
　給付するため増額補正するものです。※令和3年度に受給した世帯は対象外

※財源･･･子育て世帯等臨時特別支援事業給付事業費国庫補助金＝1億3,500万円
　　　･･･子育て世帯等臨時特別支援事業給付事務費国庫補助金＝　850万2千円
　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　 （社会福祉課）※補助率10/10

④　新型コロナウイルスワクチン追加接種（4回目）のための補正

■新型コロナウイルスワクチン接種事業＝1億3,939万円（新型コロナワクチン接種対策室）
→新型コロナウイルスワクチン接種（4回目接種）について、国から通知が発出され、
　これまでの接種に加え、追加接種を実施するため増額補正するものです。

※財源･･･新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金　　　1億1,235万5千円
　　　･･･新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 2,703万5千円
　　　　                       （新型コロナワクチン接種対策室）※補助率10/10

⑤　社会経済活動継続に向けた支援のための補正


